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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介してユーザー端末に提供されるべき広告情報の掲載とその視聴を管理
する方法であって、
　生成された広告情報に対して管理手段が固有のＩＤを付与し、
　配信サーバーが、ユーザーからのアクセスに基づいて、前記ＩＤの付与された広告情報
をユーザー端末に配信するとともに、前記ＩＤを管理手段に送信することで、前記広告情
報をユーザー端末に配信した旨を通知し、
　前記配信サーバーは、ユーザー端末より前記広告情報が指定されたときに、前記ＩＤを
含む指定情報を管理手段に送信し、
　前記管理手段は前記ＩＤと前記指定情報に含まれるＩＤとを照合してユーザー端末によ
る当該広告情報の掲載と視聴とを記録するネットワークにおける広告掲載・視聴確認方法
。
【請求項２】
　ネットワークを介してユーザー端末に提供されるべき広告情報の掲載とその視聴を確認
する装置であって、
　広告情報を生成する広告情報生成サーバーと、
　前記で生成された広告情報に対してＩＤを付与するとともに、該ＩＤの付与された広告
情報の掲載・視聴を管理する管理サーバーと、
　前記ＩＤの付与された広告情報をネットワークを介してユーザー端末に配信する配信サ
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ーバーとからなり、
　前記配信サーバーは、ユーザーからのアクセスに基づいて、前記ＩＤの付与された広告
情報をユーザー端末に配信するとともに、前記ＩＤを管理手段に送信することで、前記広
告情報をユーザー端末に配信した旨を通知し、前記ユーザー端末上に配信された前記広告
情報がユーザー端末上のユーザー操作によって指定されると、前記ＩＤを含む指定情報を
前記管理サーバーに通知し、
　前記管理サーバーは前記指定情報に含まれるＩＤと前記ＩＤとを照合して当該広告情報
の掲載・視聴を記録する広告掲載・視聴確認装置。
【請求項３】
　ネットワーク上での広告情報の掲載とその視聴を管理する管理サーバーであって、
　広告情報生成手段から受信した広告情報に対してＩＤを付与する手段と、
　ＩＤが付与された広告情報が配信サーバーからユーザー端末に送信されたときに、前記
ＩＤを配信サーバーから受信する手段と、
　前記ＩＤが付与された広告情報に対するユーザー端末でのユーザーの指定に基づいて、
前記配信サーバーからＩＤを含む指定情報を受信する手段と、
　受信した指定情報からＩＤを読み出して、前記配信サーバーから受信したＩＤと照合し
て前記広告情報の掲載・視聴を記録する記録手段とからなる管理サーバー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターネットのホームページに貼り付けられたバナー広告やスポンサーシッ
プ　広告について、その実掲載回数や実クリック回数などを調査・集計し、客観的で信頼
性の高い　広告掲載確認情報を得るための広告掲載・視聴確認方法およびその装置と管理
サーバーに関す　る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、商品販売などの広告は、新聞、雑誌、テレビなどが主要な媒体として利用されてき
たが、インターネットの爆発的な拡がりに伴い、インターネットのホームページ上に掲載
するバナー広告やスポンサーシップ広告も広く利用されるようになった。
【０００３】
バナー広告やスポンサーシップ広告は、ホームページ上に貼り付けられたＧＩＦ画像やＨ
ＴＭＬファイルなどで構成された小さな四角い画像や文章中に色変わりした文字で記載さ
れたホームページアドレス及び文章からなる広告である。このバナー広告やスポンサーシ
ップ広告は広告主のホームページにリンクが張られており、ポインタでバナー広告やスポ
ンサーシップ広告やホームページの指定固所をクリックすることによって、リンクされた
広告主のホームページに自動的にジャンプする仕組みになっている。
【０００４】
インターネットのホームページに貼られるバナー広告やスポンサーシップ広告は、バナー
広告やスポンサーシップ広告を掲載したホームページをどれだけ大勢の人に見てもらえる
か、あるいはどれだけ大勢の人にクリックしてもらって自分のホームページへ来てもらえ
るかが広告としての価値を大きく左右する。それ故、広告主は人気のあるホームページや
自社商品に関連する内容のホームページなど、自社にとって最も効果の上がるホームペー
ジへの掲載を希望するのが普通である。
【０００５】
一般に、バナー広告やスポンサーシップ広告の広告掲載料は、ホームページへの掲載期間
や回数、広告を掲載したホームページへのユーザーのアクセス数、あるいは実際にそのバ
ナー広告やスポンサーシップ広告をクリックして広告主のホームページにジャンプしたユ
ーザーの数、さらにはバナー広告やスポンサーシップ広告を見て実際に商品を購入したユ
ーザーの数などによって決定されているが、何れにしても、広告主、広告代理店、ホーム
ページ運営業者の間において公正な広告掲載契約を結ぶには、ホームページ上における実



(3) JP 4139535 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

際のバナー広告やスポンサーシップ広告の掲載状況が正確に把握できることが大前提とな
る。従来、この実際の広告掲載状況の収集と報告はホームページ運営業者に全面的に委ね
られており、広告主や広告代理店はこれを信用するしかなかった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、当事者であるホームページ運営業者に実際の広告掲載状況データの収集と
報告を委ねることは、客観的で信用のおける広告掲載状況の確認を行なうという観点から
すれば問題がある。したがって、可能な限り第三者機関によって広告掲載状況の収集と報
告が行なわれることが好ましく、また望まれるところであった。
【０００７】
本発明は、上記のような要望に基づいてなされたもので、インターネットのホームページ
上におけるバナー広告やスポンサーシップ広告・テキスト広告等について、その実掲載回
数や実クリック回数などを第三者機関で調査・集計し、客覿的で信頼性の高い広告掲載確
認情報を広告主や広告代理店などに配信することができる広告掲載・視聴確認方法および
その装置と管理サーバーを提供することを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の広告掲載・視聴確認方法は、ネットワークを介して
ユーザー端末に提供されるべき広告情報の掲載とその視聴を管理する方法であって、生成
された広告情報に対して管理手段が固有のＩＤを付与し、配信サーバーが、ユーザーから
のアクセスに基づいて、前記ＩＤの付与された広告情報をユーザー端末に配信するととも
に、前記ＩＤを管理手段に送信することで、前記広告情報をユーザー端末に配信した旨を
通知し、前記配信サーバーは、ユーザー端末より前記広告情報が指定されたときに、前記
ＩＤを含む指定情報を管理手段に送信し、前記管理手段は前記ＩＤと前記指定情報に含ま
れるＩＤとを照合してユーザー端末による当該広告情報の掲載と視聴とを記録することを
特徴とする。
【０００９】
　また、前記広告掲載・視聴確認方法を実施するための装置は、ネットワークを介してユ
ーザー端末に提供されるべき広告情報の掲載とその視聴を確認する装置であって、広告情
報を生成する広告情報生成サーバーと、前記で生成された広告情報に対してＩＤを付与す
るとともに、該ＩＤの付与された広告情報の掲載・視聴を管理する管理サーバーと、前記
ＩＤの付与された広告情報をネットワークを介してユーザー端末に配信する配信サーバー
とからなり、前記配信サーバーは、ユーザーからのアクセスに基づいて、前記ＩＤの付与
された広告情報をユーザー端末に配信するとともに、前記ＩＤを管理手段に送信すること
で、前記広告情報をユーザー端末に配信した旨を通知し、前記ユーザー端末上に配信され
た前記広告情報がユーザー端末上のユーザー操作によって指定されると、前記ＩＤを含む
指定情報を前記管理サーバーに通知し、前記管理サーバーは前記指定情報に含まれるＩＤ
と前記ＩＤとを照合して当該広告情報の掲載・視聴を記録するものである。また、管理サ
ーバーは、ネットワーク上での広告情報の掲載とその視聴を管理する管理サーバーであっ
て、広告情報生成手段から受信した広告情報に対してＩＤを付与する手段と、ＩＤが付与
された広告情報が配信サーバーからユーザー端末に送信されたときに、前記ＩＤを配信サ
ーバーから受信する手段と、前記ＩＤが付与された広告情報に対するユーザー端末でのユ
ーザーの指定に基づいて、前記配信サーバーからのＩＤを含む指定情報を受信する手段と
、受信した指定情報からＩＤを読み出して、前記配信サーバーから受信したＩＤと照合し
て前記広告情報の掲載・視聴を記録する記録手段とからなるものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
図１に本発明に係るインターネット用広告掲載確認システムの一実施の形態を示す。なお
、図示のものは広告主およびユーザーを各々１つのブロックで示したが、実際にはそれぞ
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れが多数の広告主とユーザーとがあるものである。
【００１１】
図中、１はＢ広告主、１ａは該Ｂ広告主１のサーバー、２はバナー広告やスポンサーシッ
プ広告を作成する広告代理店またはメディアレップ、３はインターネットの広告媒体Ａ社
のサーバー、４はインターネットに加入しているユーザーのパソコン、５は広告主Ｂ社１
と広告代理店またはメディアレップ２と広告媒体Ａ社のサーバー３とユーザーのパソコン
４および後述する第３機関６の受信サーバとＩＤの付与部との間を結ぶインターネット（
若しくは専用通信回線）である。
【００１２】
６は広告代理店２とは独立した第３者機関にして、該第３者機関６にはバナー広告やスポ
ンサーシップ広告掲載確認およびクリック確認のためのデータを受信する受信用サーバー
６ａ、該受信サーバー６ａで受信した前記データを集計し格納するデーターベース６ｂお
よびＢ広告主のバナー広告やスポンサーシップ広告毎にＩＤ番号を付与するためのＩＤの
付与部６ｃとが設置されている。
【００１３】
次に、上記実施の形態に係るインターネット用広告掲載確認システムの動作を説明する。
まず、広告主Ｂが広告代理店２にバナー広告やスポンサーシップ広告を依頼すると、広告
代理店２は広告主との間で掲載ホームページ、掲載期間、掲載回数、広告の内容などを協
議決定の上、目的とするホームページを運営する広告媒体社Ｂにバナー広告スポンサーシ
ップ広告掲載の依頼と広告原稿を出稿する。バナー広告やスポンサーシップ広告の掲載依
頼を受けた広告媒体Ａ社は、該作成したバナー広告やスポンサーシップ広告を依頼のあっ
たサーバー３のホームページにおける所定の位置に貼り付け、バナー広告やスポンサーシ
ップ広告を開始する。
【００１４】
いま、ユーザーがパソコン４によってインターネット５を通じて広告媒体社Ａのサーバー
３のホームページにアクセスすると（ステップＳ１）、該広告媒体社Ａのホームページが
パソコン４に送信される（ステップＳ２）。また、このユーザーにホームページが送信さ
れた旨の視聴信号が第３者機関６の受信サーバー６ａに送信される（ステップＳ３）。
【００１５】
次に、ユーザーがホームページ上に貼られた何れかのバナー広告やスポンサーシップ広告
、テキスト広告等、例えばバナー広告に興味を持ち、このバナー広告をマウスポインタで
クリックすると（ステップＳ４）、該クリックした先のＵＲＬ情報がパソコン４に送信さ
れる（ステップＳ５）。また、広告主ＢのＵＲＬが視聴された旨のクリック・カウンタ用
信号が第３者機関６の受信用サーバー６ａに送信される（ステップＳ６）。
【００１６】
その結果、ユーザーのパソコンは、広告主Ｂのサーバー１ａにアクセスされ（ステップＳ
７）、該サーバー１ａのホームページを視聴できることとなる。
【００１７】
一方、前記ステップＳ３およびステップＳ６において、広告媒体社Ａのサーバーから視聴
用信号が第３社機関６における受信サーバー６ａに送信されると、該受信サーバー６ａは
ＩＤコードが正しいか否かを確認の上で受信し、該受信した信号はデータベース６ｂにお
いてそれぞれ集計され蓄積される（ステップＳ８）。なお、受信サーバー６ｂは前記クリ
ック回数だけでなく、広告掲載状況の確認に必要な情報、例えば、掲載回数、掲載日時、
掲載時間、広告主名、広告商品名、バナー広告名、取扱代理店名など、その他の必要な情
報も蓄積される。
【００１８】
そして、リアルタイムあるいは契約した集計期日が来ると、受信用サーバー６ｂは、それ
までに集めた各情報に基づいて、各バナー広告の実掲載回数や実クリック回数などの広告
掲載状況データを作成し、さらに必要に応じてこれらの情報を表やグラフなどに加工した
上で、インターネット（もしくはファックス回線等）を通じて、対応する広告主Ｂ、広告
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【００１９】
集計データを受け取った各広告主Ｂや広告代理店２は、広告媒体社Ａから集計期日毎に送
られてくる広告掲載結果報告と照合し、広告掲載状況の確認を行なった上で、料金などの
支払いを行なう。
【００２０】
このようにして、本発明の広告掲載・視聴確認方法およびその装置と管理サーバーを用い
ることにより、広告主Ａや広告代理店２は、バナー広告の実際の掲載状況を広告媒体社Ａ
の報告する広告掲載結果とは別に入手して確認することができ、第三者機関による客観的
で信用のおける広告掲載を実現することができる。
【００２１】
なお、前記バナー広告等の配信信号やクリック信号とともに送出されるＩＤコードは暗号
化して送出することが要求される。これによって、たとえ不正なクリック信号が送られて
きても、こを検知して阻止することができ、常に正しい掲載回数をカウントすることが可
能となり、より正確な計測を実現することができる。
【００２２】
また、前記した動作の説明にあっては、バナー広告の場合について説明したが、スポンサ
ーシップ広告やテキスト広告等の場合も同様にして各種の掲載情報を正確に知ることがで
きるものであり、さらに、実施の形態にあっては、広告主Ｂ、広告代理店２、広告媒体社
Ａがそれぞれ一社で、かつ、ユーザーが一人の場合について説明したが、これらが多数の
場合にはパラレルに接続すれば良いことは当然のことである。
【００２３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の広告掲載・視聴確認方法およびその装置と管理サーバーに
よるときは、第三者機関としての受信用サーバーにおいて各バナー広告やスポンサーシッ
プ広告についての実掲載回数や実クリック回数などの広告掲載状況データを作成し、広告
主、広告代理店等に配信することができる。このため、広告主や広告代理店は、ホームペ
ージ運営業者に依頼したバナー広告の掲載が契約通りに実際に実行されたか否かを客観的
に確認することができるので、良質で信頼性の高い広告ビジネスを展開することが可能と
なる。
【００２４】
また、ＩＤコードを暗号化した場合には、不正なクリック信号の送出を阻止することがで
き、信頼性をより向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る広告掲載・視聴確認方法およびその装置と管理サーバーの一実施の
形態を示すブロック図である。
【図２】同上のブロック図の動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１　　 広告主Ｂ
１a　　広告主Ｂのサーバー
２　　 広告代理店及びメディアレップ
３　　 広告媒体社Ａのサーバー
４　　 ユーザーパソコン
５　　 インターネット
６　　　第３者機関
６a　　 受信サーバー
６b　 データーベース
６c　 ＩＤの付与部
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